
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　防水パンと、この防水パンに相対回転可能に支持されるとともに、前記防水パンを閉蓋
可能な蓋部と、これら防水パンと蓋部との間に配置され、折り畳み可能なカバー部と、前
記防水パンと蓋部とにより囲まれる空間に所定の水源からの湯水を噴出可能なシャワー部
とを備え、
　前記カバー部は、

前記防水パンを閉蓋状態にしたときに、当該防
水パンと蓋部との間の内部空間に収容される一方、前記防水パンを開蓋状態にしたときに
、前記防水パンと蓋部との間に位置する入浴者を被覆し、所定の入浴空間を形成可能に設
けられていることを特徴とする携帯用シャワー装置。
【請求項２】
　前記防水パンには、所定の移動機構が設けられていることを特徴とする請求項１記載の
携帯用シャワー装置。
【請求項３】
　

ことを特徴とする請求項
２記載の携帯用シャワー装置。

【発明の詳細な説明】
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前記防水パンに相対回転可能に支持されるとともに、前記カバー部が
入浴者を被覆する使用状態に設定されると、上部幅を拡開可能に設けられる骨部材と、各
骨部材間に張設される張設部材とを備え、

前記シャワー部は、前記骨部材に配置されるシャワーノズルを含み、このシャワーノズ
ルは、前記カバー部の内側に湯水を噴出可能に設けられている １
又は



【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は携帯用シャワー装置に係り、更に詳しくは、コンパクトに折り畳むことができ、
不使用時の収納や移動に便利な携帯用シャワー装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近時においては、身体障害者や寝たきりの高齢者等の介護対象者を入浴させる作業の軽減
を図るために、例えば、特開平８－１５４８５８号公報や特開平１０－１９２３５７号公
報に提案されるように、移動可能な種々の介護用シャワー装置が出現するに至っている。
特開平８－１５４８５８号公報のシャワー装置は、入浴者の身体を当該入浴者を運搬して
きた車椅子ごと収容可能になっており、装置内部に収容された身体に向かって湯水を噴射
することで入浴者の洗体を可能とするものである。また、特開平１０－１９２３５７号公
報のシャワー装置は、入浴者が横たわることができる載置台と、蛇腹状の浴槽シートを有
する浴槽本体とからなっており、当該入浴者を載置台に横たわらせた後、入浴者に浴槽シ
ートを被せてその内部に温水を供給することにより入浴者の洗体を可能とするものである
。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
一般的に、介護用シャワー装置は、その使用時において、介護対象者のシャワー装置への
運搬作業を軽減するため、介護対象者の寝室等に隣接して設置可能となるものが要請され
る一方、不使用時においては、寝室等のデッドスペースの軽減のため、所定の収納場所に
移動可能となるものが要請される。しかしながら、前記各シャワー装置にあっては、その
内部に入浴者が位置可能な入浴空間が形成されることから、必然的に入浴者より大きなサ
イズになるとともに、不使用時にコンパクトに折り畳むことができないため、介護対象者
の寝室等に隣接して設置できても、収納や移動が困難になるという不都合がある。すなわ
ち、前記各シャワー装置は、不使用時においても、なお大きなサイズであることから、不
使用時に寝室の隅や押入等に収納することができずに、寝室から離れた別異の収納部屋等
に移動しなければならない。また、シャワー装置の移動に際しては、その大きなサイズの
ため、扉の間口や床面の段差を通過させることが困難になる。従って、前記各シャワー装
置にあっては、その移動作業に多大な労力を要し、これが、介護作業の負担を増大させる
要因ともなる。更に、シャワー装置を車で運搬することが困難となるため、介護対象者宅
に戸別にシャワー装置を設置しなければならず、装置の効率的な利用を図ることができな
い。
【０００４】
【発明の目的】
本発明は、このような不都合に着目して案出されたものであり、その目的は、不使用時に
おける収納に要するスペースの狭小化を実現することができるとともに、任意の場所への
移動を容易に行うことができる携帯用シャワー装置を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するため、本発明は、防水パンと、この防水パンに相対回転可能に支持
されるとともに、前記防水パンを閉蓋可能な蓋部と、これら防水パンと蓋部との間に配置
され、折り畳み可能なカバー部と、前記防水パンと蓋部とにより囲まれる空間に所定の水
源からの湯水を噴出可能なシャワー部とを備え、
　前記カバー部は、

前記防水パンを閉蓋状態にしたときに、当該防
水パンと蓋部との間の内部空間に収容される一方、前記防水パンを開蓋状態にしたときに
、前記防水パンと蓋部との間に位置する入浴者を被覆し、所定の入浴空間を形成可能に設
けられる、という構成を採っている。このような構成によれば、防水パンを開蓋してカバ

10

20

30

40

50

(2) JP 3690210 B2 2005.8.31

前記防水パンに相対回転可能に支持されるとともに、前記カバー部が
入浴者を被覆する使用状態に設定されると、上部幅を拡開可能に設けられる骨部材と、各
骨部材間に張設される張設部材とを備え、



ー部を引き出すことにより、所定の入浴空間が形成される一方、防水パンを閉蓋すること
により、当該防水パンと蓋部との間の内部空間にカバー部が折り畳まれて収容されるため
、シャワー装置を使用するときには、洗体に十分な広さの入浴空間を形成することができ
る一方、シャワー装置を使用しないときには、当該シャワー装置をコンパクトに折り畳む
ことができ、これによって、収納に要するスペースの狭小化を図ることができるとともに
、任意の場所に容易に移動可能となる。

【０００６】
【発明の実施の形態】
本発明における前記防水パンには、所定の移動機構が設けられる、という構成を採ること
が好ましい。このように構成することで、シャワー装置を一層移動し易くすることができ
る。ここにおいて、前記移動機構は、防水パンに支持される複数の車輪によって構成され
、進行方向に沿う車輪の離間幅を調整可能に設けられる、という構成を採るとよい。これ
によれば、蓋部の開放角度に応じて車輪の離間幅調整を行って重心位置を変えることがで
き、装置全体をより安定的に支持することができる。
【０００７】
　また 記張設部材を着脱自在に設けるとよい。これにより、入浴空間を形成する張設
部材の洗浄、乾燥が容易となり、その衛生状態を保持する作業を簡易に行うことができる
とともに、老朽化した場合の交換が可能となる他、異なるデザインの張設部材を選択的に
装着することができる。
【０００８】
　更に、 記シャワー部は、前記骨部材に配置されるシャワーノズルを含み、このシャワ
ーノズルは、前記カバー部の内側に湯水を噴出可能に設けられる、という構成を採ってい
る。このような構成により、カバー部の折り畳みに伴って、シャワーノズルを所定の位置
にセットすることや、それを防水パンに収納することが可能となり、シャワー装置を使用
状態にセットする作業やその折り畳み作業を一層容易に行うことができる。
【０００９】
また、前記蓋部の内面側には椅子の背部が形成されるとともに椅子の座部が設けられ、こ
の椅子の座部は、所定のリンク機構によって蓋部の回転に伴って変位可能に設けられ、前
記閉蓋状態にしたときに、前記防水パンと蓋部との間の内部空間に収容される一方、前記
開蓋状態にしたときに着座可能な位置に変位する、という構成を採ることが好ましい。こ
のような構成によれば、防水パンを開蓋することにより、同時に椅子をセットすることが
でき、シャワー装置を使用状態にセットする作業を一層容易に行うことができる。ここで
、前記防水パンには、蓋部との相対回転角度を複数段階で保持可能な角度保持機構を設け
るとよい。これにより、入浴者を椅子に着座させた状態から、その背部をリクライニング
させることが可能となり、入浴者の顔面を濡らさずに洗髪を行うことができる等、より使
い勝手の良好なものにすることができる。また、前記シャワー部は、前記座部の近傍に配
置される着座ノズルを更に含み、前記座部は、入浴者の尻の左右両側を分散支持する二股
状の着座面が形成された座板を備え、前記着座ノズルは、前記二股状の着座面の間から入
浴者の尻に向かって湯水を噴出可能に設けられる、という構成も併せて採用することがで
きる。このような構成によれば、入浴者の肛門部及びその周辺等も洗浄可能となり、特に
、腕の障害を有する者に対して実用性の高いシャワー装置を提供することができる。
【００１０】
更に、前記蓋部の内面に、高さ調整可能なヘッドレストを設けるとよい。これによれば、
各入浴者の座高に応じた適正な位置で入浴者の頭部を支持することができ、これにより、
蓋部側にもたれながらの入浴が可能となり、介護対象者等をより快適に入浴させることが
できる。
【００１１】
また、前記シャワー部は、吐水口を任意に移動可能なハンドシャワーを更に含む、という
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しかも、カバー部をコンパクトに収容可能としつ
つも、使用状態における入浴空間をより十分な広さとすることができ、入浴者が腕を動か
す際の空間確保を可能にして使い勝手を良好なものにすることができる。

、前

前



構成を採ることが好ましい。このように構成することで、入浴者の洗髪等を容易に行うこ
とができる。
【００１２】
また、前記防水パンには、排水口及び前記水源からの湯水を前記シャワー部に供給するた
めの給水口が設けられ、これら給水口及び又は排水口は、別体となるポンプ装置を接続可
能に設けられる、という構成も併せて採用することができる。このような構成により、ポ
ンプ装置をシャワー装置に組込む必要がなくなり、装置全体の軽量化や小型化を図ること
ができ、その収納や移動において一層有利となる。
【００１３】
【実施例】
以下、本発明の実施例を図面を参照しながら説明する。
【００１４】
図１には、本実施例に係る携帯用シャワー装置の概略側面図が示されている。この図にお
いて、携帯用シャワー装置１０は、健常者はもとより、高齢者や身体の不自由な介護対象
者の入浴に適用されるものであり、防水パン１２と、この防水パン１２の上部を閉蓋可能
な蓋部１３と、これら防水パン１２と蓋部１３との間に配置され、折り畳み可能な蛇腹状
のカバー部としてのカバー部１４と、これら防水パン１２、蓋部１３、及びカバー部１４
の内部に形成される入浴空間Ｓに湯水を噴出可能なシャワー部１６とを備えて構成されて
いる。なお、以下においては、特に明示しない限り、図１中右側を「前」、同左側を「後
」と称するとともに、図１中紙面直交方向を「幅方向」と称することとする。
【００１５】
前記防水パン１２は、図２にも示されるように、携帯用シャワー装置１０の床面をなす底
壁１８と、この底壁１８の外周に沿って立設される側壁１９とを備えて構成されている。
底壁１８は、その内部に図２中上下方向すなわち前後方向に沿って内部通路２１が形成さ
れる他、その外面１８Ａ（図１参照）の前方に前輪２２が回転可能に支持されるとともに
、その内面１８Ｂの後方に排水口２３が形成されている。
【００１６】
前記内部通路２１は、図２中左右方向すなわち幅方向における両端側にそれぞれ設けられ
ており、それらの前端側には、円弧状に形成された移動用把手２４を支持する把手支持パ
イプ２５が進退可能に挿入されている。これによって、移動用把手２４は、防水パン１２
の外側に配置されて前後方向に進退可能となる。また、各内部通路２１の後端側には、幅
方向両側に配置される後輪２６を回転可能に支持する後輪支持パイプ２７が進退可能に挿
入され、これによって、進行方向に沿う前後輪２２，２６の離間幅が調整可能になる。こ
こで、各支持パイプ２５，２７は、内部通路２１内の任意の位置で係合可能になっており
、移動用把手２４及び後輪２６の前後方向の移動を規制可能になっている。なお、前記係
合を解除する手段としては、特に限定されるものではないが、移動用把手２４や後輪２６
に所定以上の強制力を前後方向に付与して前記係合を解除する構造や、押しボタンやレバ
ー等の操作によって前記係合を解除する構造のものを採用することができる。
【００１７】
前記前輪２２は、後輪２６より小径に設定されており、これによって、携帯用シャワー装
置１０の全体をより安定した状態で設置可能となる。なお、前輪２２は、後輪２６よりも
若干幅方向内側に配置されており、その直径は、前輪２２及び後輪２６を略水平面に接地
させたときに、防水パン１２が略水平となるように、後輪２６の直径と相対的に設定され
る。
【００１８】
前記排水口２３は、幅方向略中央に形成されるとともに、図２のＡ－Ａ線矢視断面図であ
る図３にも示されるように、底壁１８の後側に設けられた排水路２９に連通する。このた
め、防水パン１２内に流れた湯水は、その後方から外部に排水可能となる。ここで、底壁
１０の内面１８Ｂは、排水口２３に向かう水勾配を備えた形状となっており、これによっ
て、防水パン１２に流れた湯水の排水が促進される。また、排水路２９は、その出口部２
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９Ａ近傍で、シャワー装置１０と別体のポンプ装置Ｐ（図９参照）に接続可能となってい
る。
【００１９】
前記側壁１９は、その後部側がその他の領域より高くなる形状となっており、その後端に
は、幅方向略中央に給水口３０が形成されている。給水口３０は、防水パン１２の外側か
ら前記ポンプ装置Ｐに接続可能になっているとともに、防水パン１２の内側に位置する給
水管３２に接続されるようになっている。給水管３２には、当該給水管３２と前記シャワ
ー部１６とを接続するための給水接続管３４が複数取り付けられている。
【００２０】
前記蓋部１３は、図４にも示されるように、同図中正面側が開放する形状に設けられ、防
水パン１２の上部を略収容可能となる大きさに設けられている。具体的に、蓋部１３は、
頂壁３６と、頂壁３６の外周縁に連なる側壁３７とを備えて構成されている。頂壁３６の
外面３６Ａ（図１参照）側には、主として蓋部１３の開閉に用いられる平面視略Ｕ字状の
開閉用把手３９が取り付けられている。一方、頂壁３６の内面３６Ｂ側、すなわち蓋部１
３の内面側には、図４中上側に位置するヘッドレスト４１と、このヘッドレスト４１の同
図中下方に位置する椅子４３とが設けられている。ヘッドレスト４１は、図４中上下方向
に取り付けられたガイドレール４４に沿って移動可能となっており、これによって、ヘッ
ドレスト４１の高さ調整が可能となっている。
【００２１】
前記椅子４３は、蓋部１３の内面３６Ｂに一体的に形成された背部４７と、この背部４７
の図４中左右両側で回転可能に支持されるとともに、同図中紙面直交方向に長さ調整可能
な肘掛け部４８と、背部４７の下端側に位置し、蓋部１３の回転に伴って変位可能な座部
４９と、この座部４９の下方に位置する脚部５０とを備えて構成されている。
【００２２】
前記背部４７は、頂壁３６の内面３６Ｂより内側に隆起する形状に設けられている。ここ
で、背部４７には、内側に凹状の排水溝５２が形成されているとともに、内部に背フレー
ム５３が固定されている。排水溝５２は、図４中上下方向に沿って二箇所設けられており
、その上方から防水パン１２側への排水の通過を許容可能となっている。背フレーム５３
は、背部４７の下端の図４中左右両側から下方に突出するようになっており、その下端側
は、前記防水パン１２の底壁１８側と回転可能に接続されている。これにより、背フレー
ム５３が固定される蓋部１３と防水パン１２とが相対回転可能となる。特に、図４中左側
に位置する背フレーム５３の下端側には、防水パン１２との相対回転角度を複数段階で保
持可能な角度保持機構５４が設けられている。この角度保持機構５４は、特に限定される
ものではないが、防水パン１２側に固定されるギザ歯の谷間に、背フレーム５３側に設け
られたフックが係合するいわゆるラチエット構造となっており、その係合位置によって、
前記相対回転角度を複数段階で変えることができるようになっている。なお、前記ギザ歯
にフックが係合した係合状態にあっては、防水パン１２に対する蓋部１３の相対回転が規
制されるようになっており、この規制の解除は、図示省略したレバーを操作すること等に
よって行われる。従って、当該レバーを操作して蓋部１３の回転すれば、一旦設定した蓋
部１３と防水パン１２の相対回転角度を変えて背部４７をリクライニングさせることが可
能となる。
【００２３】
前記座部４９は、前記背フレーム５３に回転可能に接続される座フレーム５５と、この座
フレーム５５に相対回転可能に支持される座板５７とから構成されている。座板５７には
、図５に示されるように、入浴者Ｈ（図１参照）の尻の左右両側を分散して支持可能な二
股状の着座面５７Ａが形成されている。脚部５０は、図１及び図４に示されるように、そ
の一端５０Ａ側が、座フレーム５５の前側で相対回転可能に連結される一方、その他端５
０Ｂ側が、前記防水パン１２の底壁１８側と相対回転可能に連結されている。以上におい
て、背フレーム５３と座フレーム５５と脚部５０とによってリンク機構が構成され、座部
４９は、蓋部１３の回転に伴って変位可能となる。すなわち、蓋部１３を回転して、シャ
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ワー装置１０を図１に示される使用状態に設定すると、座部４９は、入浴者Ｈが着座可能
な位置に設定される一方、その状態から、蓋部１３を同図中時計方向に回転すると、座部
４９は、その着座面５７Ａが背部４７に対面する方向に回転して折り畳まれる。また、座
板５７は、特に限定されるものではないが、座フレーム５５に対して約１８０度回転可能
となっている。このため、身体の不自由な入浴者Ｈ等をシャワー装置１０の内側に入れる
場合に、入浴者Ｈの脚部をシャワー装置１０の外部に残しながら入浴者Ｈを座板５７に着
座させた後、当該座板５７を回転すれば、入浴者Ｈの全身を容易にシャワー装置１０の内
側に配置させることができ、介護作業の一層の効率化を図ることができる。
【００２４】
前記カバー部１４は、図１に示されるように、防水パン１２の側壁１９の後部内側に回転
可能に支持される複数の骨部材６０と、各骨部材６０間に張設される張設部材としての張
設部材６１とを備えて構成されている。骨部材６０は、図６に示されるように、同図中左
右両側すなわち前記幅方向両側に位置する太パイプ６３と、これら各太パイプ６３の図６
中上端間を掛け渡す細パイプ６４とによって構成されている。太パイプ６３は、図６中下
端側が前記側壁１９に回転可能に支持されるとともに、その途中に幅方向の曲げを促進す
る関節部６６が設けられている。細パイプ６４は、その両端側が太パイプ６３の内部に収
容されており、ばね６７によって骨部材６０の上部幅Ｗを拡開する方向に突っ張られるよ
うになっている。張設部材６１は、図７に示されるように、同図中下端縁側すなわち後端
縁側に、入浴者Ｈの首部を通す円弧状の首出し口６９が形成されており、同図に示される
使用状態において入浴空間Ｓの内部に位置する入浴者Ｈの身体を包み込むようになってい
る。なお、首出し口６９と、それに近接する骨部材６０との間には、ファスナー７０が設
けられている。また、張設部材６１は、前記骨部材６０に対して着脱自在に設けられてい
る。具体的に、特に限定されるものではないが、骨部材６０及び張設部材６１には、パイ
ル布とフック布とからなる図示しない接着面テープがそれぞれ設けられ、それら各接着面
テープの係脱によって、前記着脱が可能となる。これにより、張設部材６１のみの洗濯や
交換を行うことができる他、デザインの異なる他の張設部材６１の交換も容易となる。
【００２５】
前記シャワー部１６は、図６に示されるように、各骨部材６０の内側に複数配置されるシ
ャワーノズル７２と、吐水口を任意の位置に移動可能なハンドシャワー７３と、椅子４３
の座部４９の近傍に設けられる着座ノズル７４と、蓋部１３の内面側に設けられる背部ノ
ズル７５とによって構成されている。シャワーノズル７２は、太パイプ６３の内部に配置
された給水パイプ７６を介して前記給水接続管３４に接続され、給水管３２からの湯水を
入浴空間Ｓに噴出可能となっている。ハンドシャワー７３、着座ノズル７４、及び背部ノ
ズル７５も同様に、給水接続管３４から延びる給水パイプ７７Ａ，７７Ｂ，７７Ｃにそれ
ぞれ接続され、給水管３２からの湯水を入浴空間Ｓに噴出可能となっている。ここで、ハ
ンドシャワー７３は、蓋部１３の内面３６Ｂ側に設けられたシャワーフック７９に保持さ
せることができるようになっている。また、着座ノズル７４は、図５に示されるように、
その先端が前記二股状の着座面５７Ａの間に位置し、椅子４３に着座した入浴者Ｈの尻に
向かって湯水を噴出可能となっているとともに、前後方向すなわち図５中上下方向に移動
可能となっている。更に、背部ノズル７５は、図４に示されるように、各排水溝５２の内
部と、ヘッドレスト４１の近傍に設けられている。なお、特に限定されるものではないが
、各ノズル７２，７４，７５の位置を移動或いは回転可能にしたり、吐水領域を任意に変
更可能にしてもよく、また、各ノズル７２，７４，７５からの吐出水勢の強弱を任意に設
定可能にすることもできる。
【００２６】
次に、本実施例に係る携帯用シャワー装置１０の使用方法について説明する。
【００２７】
まず、シャワー装置１０を使用しない場合には、図１に示される使用状態から、骨部材６
０を同図中時計方向に回転させることにより、カバー部１４を折り畳んで防水パン１２の
内部に収容した後、蓋部１３を同図中時計方向に回転させ、図８に示されるように、蓋部
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１３の内側に、防水パン１２の一部を収容することにより、シャワー装置１０を折り畳む
。この状態では、カバー部１４及び椅子４３の座部４９は、防水パン１２と蓋部１３との
間の内部空間にそれぞれ折り畳まれて収容されることになる。これによって、シャワー装
置１０を使用しない場合には、その使用時よりコンパクトにすることができ、寝室の隅や
押入等にも難なく収納できる他、その移動も容易となる。
【００２８】
そして、図８の折り畳み状態から、同シャワー装置１０を使用する場合には、当該シャワ
ー装置１０を収納場所等から移動し、介護対象者の寝室のベッド近傍等の所定の使用場所
に設置する。そして、図９に模式的に示されるように、シャワー装置１０と別体となるポ
ンプ装置Ｐをシャワー装置１０の近傍に設置し、防水パン１２の排水路２９及び給水口３
０に接続する。ここで、ポンプ装置Ｐは、水源としての浴槽等の貯湯槽Ｔ１からシャワー
装置１０に湯水を供給する給水ポンプ８０と、防水パン１２に溜まった湯水を強制的に排
水槽Ｔ２に排水する排水ポンプ８１と、これら各ポンプ８０，８１の作動及び停止等をリ
モコン操作するリモコン装置８２とを備えて構成されている。ところで、給水ポンプ８０
には、入浴者Ｈの感染症防止等のための消毒液が消毒液槽Ｔ３から供給されるようになっ
ており、これにより、シャワー装置１０側には、貯湯槽Ｔ１からの湯水と消毒液槽Ｔ３か
らの消毒液とを混合した混合洗浄水が供給される。なお、給水ポンプ８０には、家庭の水
栓の蛇口等から温水を直接供給してもよく、また、排水ポンプ８１からの排水は、風呂や
洗面台の排水管等に直接排出してもよい。
【００２９】
以上の準備が整った後、蓋部１３の外側に取り付けられた開閉用把手３９を掴んで、図８
中上方に持ち上げながら蓋部１３を同図中反時計方向に回転する。すると、図１に示され
るように、蓋部１３が防水パン１２に対して起立し、それに伴って、折り畳まれていた座
部４９は、入浴者Ｈが着座可能となる所定の位置に変位する。なお、この状態では、開閉
用把手３９に、図示しないホースやタオル等を引っ掛けることができる。そして、防水パ
ン１２に対して蓋部１３が回転しないように、それらを角度保持機構５４によってロック
し、入浴者Ｈを座部４９に着座させて蓋部１３の内面側の背部４７に寄り掛からせる。こ
の後、防水パン１２の内側に位置する各骨部材６０を図１中反時計方向に回転させ、カバ
ー部１４を防水パン１２側から引き出し、入浴者Ｈの身体を包み込む。この際、骨部材６
０は、その回転に伴って前記上部幅Ｈが拡開することとなり、カバー部１４の内部に形成
される入浴空間Ｓは、防水パン１２の内側における前記幅方向の寸法よりも幅広となる。
また、これと前後して、入浴者Ｈの頭部がヘッドレスト４１に適正に支持されるように、
当該ヘッドレスト４１をガイドレール４４に沿って上下方向に移動し、ヘッドレスト４１
の位置決めを行う。このように入浴者Ｈが入浴空間Ｓに適正に配置された後で、リモコン
装置８２を操作し、給水ポンプ８０を作動させると、前記混合洗浄水が骨部材６０の内側
の各シャワーノズル７２及び背部ノズル７５（図４等参照）から噴出し、これにより、入
浴者Ｈの洗体が行われる。この際、カバー部１４が入浴者Ｈの身体を包み込んでいるため
、入浴者Ｈは、発汗が促進され、サウナ室に入室した場合と略同様のサウナ効果を得る。
また、リモコン装置８２を操作して前記混合洗浄水を着座ノズル７４から噴出させること
もでき、この場合には、入浴者Ｈの肛門部及びその周辺の洗浄も可能となる。更に、リモ
コン装置８２を操作して前記混合洗浄水をハンドシャワー７３から噴出させることもでき
、この場合には、入浴者Ｈの洗髪等も可能となる。このように入浴者Ｈの洗髪等をする場
合には、図１に示された状態から、角度保持機構５４のロックを解除して蓋部１３を図１
中反時計方向に回転し、図１０に示されるように、椅子４３の背部４７を更に傾けるとよ
い。なお、洗体に用いられた排水は、防水パン１２の内側に流れ落ちて排水口２３よりシ
ャワー装置１０の外部に排出される。特に、入浴者Ｈの洗髪に用いられた排水は、背部４
７に形成された排水溝５２（図４参照）を通って防水パン１２に流れるようになっている
。また、洗体に用いられた排水をシャワー装置１０の外部に排出する場合には、リモコン
装置８２を操作して排水ポンプ８１を作動させると、前記排水を排水槽Ｔ２にスムースに
排出可能となる。
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【００３０】
以上のような使用態様の他に、図１１に示されるように、カバー部１４を防水パン１２側
から中間位置まで引き出し、カバー部１４と蓋部１３との間に脱着式のサイドテント９０
を設置し、上部開放型の入浴空間Ｓを形成することも可能である。これによって、介護者
等が入浴者Ｈを動かしながら洗体することができ、介護を必要とする入浴者Ｈに好適とな
る。
【００３１】
そして、入浴者Ｈの洗体が終わった後は、前述と逆の動作でカバー部１４を防水パン１２
の内部に収容した後、入浴者Ｈをシャワー装置１０の外側に移動させて、蓋部１３を図１
中時計方向に回転して防水パン１２を閉蓋する。ここで、カバー部１４を防水パン１２に
収容する際には、骨部材６０に、その長さを短くする方向に強制的な外力を付与しながら
、当該骨部材６０を図１中時計方向に回転すればよい。このようにすると、骨部材６０に
設けられたばね６７（図６参照）に抗して、各太パイプ６３（同図参照）の内部に収容さ
れる細パイプ６４（同図参照）の部分が増し、骨部材６０の長さが短くなって、カバー部
１４を防水パン１２の内側に収容可能となる。なお、カバー部１４が防水パン１２に収容
された状態では、その側壁１９に骨部材６０が接触してその拡開が規制されるようになっ
ている。
【００３２】
従って、このような実施例によれば、携帯用シャワー装置１０を使用しないときには、蓋
部１３の回転によって防水パン１２を閉蓋することにより、当該カバー部１４や座部４９
等は、蓋部１３と防水パン１２との間の内部空間に収容されるため、同シャワー装置１０
の全体をコンパクトに折り畳むことができ、不使用時における収納性や運搬性を向上でき
るという効果を得る。この際、カバー部１４を取り外すことができるとともに、シャワー
装置１０を立て掛けて収納することができ、カバー部１４を含むシャワー装置１０の完全
な水切り、乾燥が可能となり、シャワー装置１０をより清潔に保持することができる。
【００３３】
また、同シャワー装置１０のセット及び折り畳みの際には、ドライバー等の工具が不要で
、蓋部１３及びカバー部１４の回転によって行うことができるため、シャワー装置１０の
セット及び折り畳み作業をいわゆるワンタッチで行うことができるという効果も得る。
【００３４】
なお、本発明における装置各部の構成は図示構成例に限定されるものではなく、実質的に
同様の作用を奏する限りにおいて、種々の変更が可能である。
【００３５】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、蓋部によって防水パンを閉蓋したときには、カバ
ー部が当該防水パンと蓋部との間の内部空間に収容される一方、蓋部によって防水パンを
開蓋したときには、カバー部が防水パンと蓋部との間に位置する入浴者を被覆し、所定の
入浴空間を形成可能に設けたから、蓋部の開閉によって、シャワー装置全体をコンパクト
に折り畳むことができ、シャワー装置の収納性や運搬性を向上させることができる。
【００３６】
また、防水パンに移動機構を設け、この移動機構を防水パンに支持される複数の車輪によ
って構成し、進行方向に沿う車輪の離間幅を調整可能に設けたから、シャワー装置の移動
を一層容易に行うことができる他、使用状態において、装置全体をより安定して支持する
ことができる。
【００３７】
　更に、前記カバー部を前記防水パンに相対回転可能に支持される骨部材と、各骨部材間
に張設される張設部材とにより構成し、前記カバー部が入浴者を被覆する使用状態に設定
されると、骨部材の上部幅を拡開可能に設けたから、シャワー装置の折り畳み時における
コンパクト性を損ねずに、入浴空間をより十分な広さとすることができる
【００３８】
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また、前記シャワー部を構成するシャワーノズルを前記骨部材に配置し、前記カバー部の
内側に湯水を噴出可能に設けたから、シャワー装置を使用状態にセットする作業やその折
り畳み作業を一層容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施例に係る携帯用シャワー装置の概略側面図。
【図２】　防水パンの概略平面図。
【図３】　図２のＡ－Ａ線矢視拡大断面図。
【図４】　防水パン及び蓋部を示す概略断面正面図。
【図５】　座板の概略平面図。
【図６】　骨部材をシャワー部とともに示す概略正面図。
【図７】　図１の概略平面図。
【図８】　図１の折り畳み状態を示す概略側面図。
【図９】　携帯用シャワー装置の給排水について説明するための模式図。
【図１０】　図１のリクライニング状態を示す概略側面図。
【図１１】　他の使用形態を説明するための携帯用シャワー装置の概略側面図。
【符号の説明】
１０・・・携帯用シャワー装置、１２・・・防水パン、１３・・・蓋部、１４・・・カバ
ー部、１６・・・シャワー部、２２・・・前輪（車輪）、２３・・・排水口、３０・・・
給水口、２６・・・後輪（車輪）、４１・・・ヘッドレスト、４３・・・椅子、４７・・
・背部、４９・・・座部、５０・・・脚部（リンク機構）、５３・・・背フレーム（リン
ク機構）、５４・・・角度保持機構、５５・・・座フレーム（リンク機構）、５７・・・
座板、５７Ａ・・・着座面、６０・・・骨部材、６１・・・張設部材、７２・・・シャワ
ーノズル、７３・・・ハンドシャワー、７４・・・着座ノズル、７５・・・背部ノズル、
Ｔ１・・・貯湯槽、Ｓ・・・入浴空間、Ｈ・・・入浴者、Ｐ・・・ポンプ装置、Ｗ・・・
上部幅
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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